
新宿区と日本郵便株式会社との

包括連携に関する協定の締結について

令和７年第２回区議会定例記者会見 参考資料１２

【問合せ先】総合政策部行政管理課 電話 03-5273-4245

令和７年６月２日、新宿区と日本郵便株式会社（東京支社：東京都江東区）は地域課題の解決や地域の活性化を図り、
地域社会の発展に寄与することを目的とする「包括連携に関する協定」を締結します。
今回の協定により、これまで積み重ねてきた協力関係を一層強化するとともに、幅広い分野での連携を推進していきます。

連携事項及び今後の取組（予定）

連携事項1 安全・安心の推進に関すること

● 郵便ポストを活用した防災情報等の周知

区内の郵便ポストにハザードマップ・
避難所情報などが取得できる二次
元コード付きシールを貼付し、情報
発信を強化します。

連携事項2 地域の活性化に関すること

● 町会・自治会紹介パンフレット等の郵便局内配架

町会・自治会の活動内容などを紹
介するパンフレット等を区内郵便局に
配架し、利用者に町会・自治会の加
入を促し、町会・自治会活動の活性
化を推進します。

連携事項3 高齢者・障害者の支援に関すること

● 区内の一部郵便局内にまちなか避暑地を
設置

屋外移動中の高齢者等の猛暑時の避暑地として
郵便局内に小休止スペースを設置します。

連携事項4 未来を担う子どもの育成に関すること

● 児童・生徒を対象に郵便局見学や
職場体験の受入れを実施

連携事項5 その他、地域課題の解決に関すること

● 区外宛ゆうパック等に
    新宿区ふるさと納税PRステッカーを貼付

【実施内容例】
郵便局内見学、郵便物の取集見学、
郵便物・荷物の区分作業体験 等
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